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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電する充電手段と、
　前記携帯電話機の記憶部に残量不足により収容できない場合、このコンテンツを保存す
る記録手段と、
　外部機器と無線通信を行う通信手段と、
　前記記録手段に記録されたコンテンツを、前記通信手段により出力する出力手段と、
　前記無線通信手段によりコンテンツを前記記録手段に入力する入力手段と、を備えるこ
とを特徴とする携帯電話充電器。
【請求項２】
　前記外部機器は、携帯電話機、若しくは／及び家電レコーダーであることを特徴とする
請求項１記載の携帯電話充電器。
【請求項３】
　携帯電話機で動作するアプリケーションにより、携帯電話機の画面とキーを使用して、
請求項１記載の携帯電話充電器の記録手段に保存されたコンテンツを操作する操作手段を
備えることを特徴とする携帯電話端末。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の携帯電話充電器と、請求項３記載の携帯電話端末とを備えること
を特徴とするコンテンツ保存システム。
【請求項５】
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　携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電する充電部と、前記携帯電話機の記憶部
に残量不足により収容できない場合、このコンテンツを保存する記憶部と、外部機器と無
線通信を行う通信部とを備える携帯電話充電器の制御方法であって、
　前記通信部を介して受信したコンテンツを前記記憶部に保存、若しくは／及び前記記憶
部に保存されたコンテンツを前記通信部を介して出力するステップを備えることを特徴と
する制御方法。
【請求項６】
　携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電する充電部と、前記携帯電話機の記憶部
に残量不足により収容できない場合、このコンテンツを保存する記憶部と、外部機器と無
線通信を行う通信部とを備える携帯電話充電器の制御プログラムであって、
　前記通信部を介して受信したコンテンツを前記記憶部に保存、若しくは／及び前記記憶
部に保存されたコンテンツを前記通信部を介して出力する処理ステップをコンピュータに
実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項７】
　前記請求項６記載の制御プログラムの処理を記録するコンピュータ読取り可能な記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話充電器、携帯電話端末、コンテンツ保存システム、制御方法、プロ
グラム及び記録媒体に関し、特に記録手段を備える携帯電話充電器、携帯電話端末、コン
テンツ保存システム、制御方法、プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今普及している携帯電話機は、軽量化が求められ、メモリ（記憶部とも称す）の容量
を大容量にすることは難しかった。また、メモリに関する発明では、持ち歩く携帯電話機
はいつ紛失等するかわからないため、データのバックアップについて手軽に行うことがで
きる技術が提案されている（特許文献１、２参照）。また、携帯電話機のデータの入れ替
えを行う方法が提案されている（特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００２－２３７８７６号公報
【特許文献２】特開２００２－２８１１２６号公報
【特許文献３】特開２００４－３３６４２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、携帯電話機向けに通信によりコンテンツを配信するコンテンツ配信シス
テムにおいて、コンテンツ配信側が受信側携帯電話端末の記憶部残量を特に考慮しないた
め、受信側携帯電話端末が受信したコンテンツを記憶部の残量に収容できないという問題
が考えられる。
【０００４】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、携帯電話機が備える記憶部の残
量に収容できないコンテンツを充電器が受信、格納することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る第１の携帯電話充電器は、携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電
する充電手段と、前記携帯電話機の記憶部に残量不足により収容できない場合、このコン
テンツを保存する記録手段と、外部機器と無線通信を行う通信手段と、前記記録手段に記
録されたコンテンツを、前記通信手段により出力する出力手段と、前記無線通信手段によ
りコンテンツを前記記録手段に入力する入力手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
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　本発明に係る第１の携帯電話端末は、携帯電話機で動作するアプリケーションにより、
携帯電話機の画面とキーを使用して、前記第１の携帯電話充電器の記録手段に保存された
コンテンツを操作する操作手段を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る第１のコンテンツ保存システムは、上記第１の携帯電話充電器と、上記第
１の携帯電話端末とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る第１の制御方法は、携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電する充
電部と、前記携帯電話機の記憶部に残量不足により収容できない場合、このコンテンツを
保存する記憶部と、外部機器と無線通信を行う通信部とを備える携帯電話充電器の制御方
法であって、前記通信部を介して受信したコンテンツを前記記憶部に保存、若しくは／及
び前記記憶部に保存されたコンテンツを前記通信部を介して出力するステップを備えるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る第１の制御プログラムは、携帯電話機の電池へ一定の電力を供給して充電
する充電部と、前記携帯電話機の記憶部に残量不足により収容できない場合、このコンテ
ンツを保存する記憶部と、外部機器と無線通信を行う通信部とを備える携帯電話充電器の
制御プログラムであって、前記通信部を介して受信したコンテンツを前記記憶部に保存、
若しくは／及び前記記憶部に保存されたコンテンツを前記通信部を介して出力する処理ス
テップをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る第１の記録媒体は、本発明の第１の制御プログラムの処理を記録するコン
ピュータ読取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、携帯電話機が備える記憶部の残量に収容できないコンテンツを充電器
が受信、格納することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に述べる
実施形態は、本発明の好適な実施形態であるから、技術的に好ましい種々の限定が付され
ているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限
り、これらの態様に限られるものではない。
【００１３】
　本発明の実施形態に係る携帯電話機、携帯電話充電器は、近距離の無線通信機能（図１
の１４、２２）と、携帯電話充電器に記憶部（図１の２３）と、家電レコーダーに近距離
の無線通信機能（図１の３２）を備える構成としてある。
【００１４】
　具体的には、携帯電話機１０は、制御部１１、携帯電話用無線通信を行う携帯電話無線
部１２、コンテンツ（テキスト、画像、動画、アプリケーション、アプリケーション用デ
ータなど）を保存する記憶部１３、携帯電話充電器２０の制御部２１と通信を行うための
近距離用無線部１４、携帯電話充電器２０から充電を受けるための充電部１５とを備える
。
【００１５】
　携帯電話充電器２０は、制御部２１、携帯電話機１０の制御部１１と通信を行う近距離
用無線部２２、コンテンツ（テキスト、画像、動画、アプリケーション、アプリケーショ
ン用データなど）を保存する記憶部２３、携帯電話機１０への充電を行う充電部２４とを
備え、家電レコーダー３０は近距離無線通信部３２を備える構成である。
【００１６】
　本実施形態によるコンテンツの格納方法は、携帯電話機外部へコンテンツを格納する方
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法を提供すると共に、外部のコンテンツ格納機器と携帯電話機の間でコンテンツを転送す
る方法を供給するものである。
【００１７】
　本実施形態に係る携帯電話機に実装されるアプリケーションにより、携帯電話機の画面
とキーを使用し、キー操作により携帯電話機の記憶部と携帯電話充電器の記憶部や、家電
レコーダー記憶部のコンテンツの転送が無線通信で行われる。
【００１８】
　図１は、本実施形態のブロック構成図である。図１に示すブロック図おいて、１０は携
帯電話機、２０は無線通信機能および情報記憶機能付き携帯電話充電器（充電器とも称す
）、３０は無線通信機能と記憶機能を持った機器であるが、本実施形態においては家電レ
コーダーとして説明する。
【００１９】
　携帯電話機１０は、携帯通話や、コンテンツ（メール、画像、動画、テキスト、音楽フ
ァイル、アプリケーションやそのデータなど）の送受信を行う携帯電話無線部１２、コン
テンツなどを記憶する記憶部１３、充電器と無線通信を行う近距離用無線部１４、充電器
２０からの充電を受ける充電部１５、それら全てを制御する制御部１１から構成される。
【００２０】
　充電器２０は、携帯電話機と無線通信を行う近距離用無線部２２、コンテンツを記憶す
る記憶部２３、携帯電話機へ充電を行う充電部２４、それら全てを制御する制御部２１か
ら構成される。
【００２１】
　家電レコーダー３０は、一般的な家電レコーダーの機能（制御部３１、記録手段として
の記憶部３３を含む）の外、無線通信を行う近距離用無線部３２から構成される。
【００２２】
　図２は、受信コンテンツを携帯電話機１０の記憶部１３、または充電器２０の記憶部２
３へ保存する際の動作処理を示すフローチャートである。
【００２３】
　携帯電話機１０の制御部１１は、携帯電話無線部１２を介してコンテンツを受信する際
、または、コンテンツの受信中に（図２のステップＡ１）記憶部１３の残量を確認し（ス
テップＡ２）、記憶部１３の残量が不足すると判断した場合（ステップＡ２／Ｎｏ）、近
距離無線部２２を介して、充電器２０の記憶部２３への受信コンテンツの転送を行う（ス
テップＡ６～Ａ１１）。更に充電器２０への設定により、受信コンテンツを家電レコーダ
ー３０へも転送可能とする。
【００２４】
　携帯電話無線部１２がコンテンツの受信を制御部１１へ通知する。制御部１１は、記憶
部１３の残量を確認し、十分な残量がある場合は（ステップＡ２／Ｙｅｓ）、受信コンテ
ンツを記憶部１３へ保存する（ステップＡ３）。記憶部１３の残量が十分でない場合は、
上述したように、制御部１１は近距離用無線部１４を介して、充電器２０へ無線通信を行
い、充電器２０の記憶部２３へ受信コンテンツを転送し、保存を指示する（ステップＡ６
～Ａ１１）。充電器２０の制御部２１は設定を確認し、受信コンテンツを記憶部２３へ保
存するか、無線通信により家電レコーダー３０へ転送し保存を指示するか判断する。
【００２５】
　記憶部２３への保存設定である場合、記憶部２３の残量を確認し、十分な残量がある場
合は、受信コンテンツを記憶部２３へ保存する。記憶部２３の残量が十分でない場合、お
よび、家電レコーダーへ転送する設定である場合、制御部２１は近距離用無線部２２を介
して、家電レコーダー３０へ無線通信を行い、家電レコーダー３０の記憶部３３へ受信コ
ンテンツを転送し、保存を指示する。
【００２６】
　図３は、携帯電話機１０と充電器２０、家電レコーダー３０の間で、コンテンツの移動
を行う際の動作処理を示すフローチャートである。
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【００２７】
　ユーザは、携帯電話機１０に内蔵されたコンテンツ管理用のアプリケーションを起動す
る。携帯電話機１０のキー操作により移動元（携帯電話機１０、充電器２０、または家電
レコーダー３０）を選択する（図３のステップＢ１、Ｂ２）。移動元として携帯電話機１
０を選択した場合、記憶部１３のコンテンツが一覧で表示される（ステップＢ３）。移動
元として充電器２０を選択した場合は、携帯電話機１０と充電器２０が無線通信を行い、
充電器２０の記憶部２３のコンテンツ一覧が表示される（ステップＢ９）。移動元として
家電レコーダー３０を選択した場合は、携帯電話機１０、充電器２０、家電レコーダー３
０が無線通信を行い、家電レコーダー３０の記憶部３３のコンテンツ一覧が表示される（
ステップＢ１５）。
【００２８】
　移動したいコンテンツを選択後、移動先（携帯電話機１０、充電器２０、または家電レ
コーダー３０）を選択し、実行を指示することによりコンテンツが移動される（ステップ
Ｂ４～Ｂ８、Ｂ１０～Ｂ１４、Ｂ１６～Ｂ２０）。
【００２９】
　上記実施形態により、携帯電話機の制御部が記憶部の残量を考慮して受信中コンテンツ
を充電器側の記憶部へ転送保存するため、携帯電話機の記憶部残量以上のコンテンツが配
信されても受信可能となる。
【００３０】
　また、携帯電話機と充電器を無線で通信可能としたため、携帯電話機と充電器が接続さ
れた充電中でなくても携帯電話機の記憶部と充電器の記憶部で保存するコンテンツを入れ
替える事が可能になる。
【００３１】
　また、携帯電話の画面とキーを使用し、無線機能でコンテンツの操作を行うため、充電
器側に表示部や操作パネルを設ける必要が無く、充電器を小型で実現出来る。
【００３２】
　本発明の他の実施形態について説明する。充電器２０の記憶部２３は、メモリカードな
ど、取り外して交換可能な記憶媒体を利用しても良い。
【００３３】
　また、携帯電話機１０にワンセグ放送受信機能がある場合、充電器２０の記憶部２３や
、家電レコーダー３０の記憶部３０へ保存するコンテンツは、ワンセグ放送の内容とする
ことも可能である。
【００３４】
　なお、各図のフローチャートに示す処理を、ＣＰＵが実行するためのプログラムは本発
明によるプログラムを構成する。このプログラムを記録する記録媒体としては、半導体記
憶部や光学的及び／又は磁気的な記憶部等を用いることができる。このようなプログラム
及び記録媒体を、前述した各実施形態とは異なる構成のシステム等で用い、そこのＣＰＵ
で上記プログラムを実行させることにより、本発明と実質的に同じ効果を得ることができ
る。
【００３５】
　以上、本発明を好適な実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記のものに限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまで
もない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話機、携帯電話充電器、家電レコーダーのブロッ
ク構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る受信コンテンツを携帯電話機の記憶部、または充電器の
記憶部へ保存する際の動作処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態に係る携帯電話機と携帯電話充電器、家電レコーダーの間で、
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コンテンツの移動を行う際の動作処理を示すチャートである。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　　携帯電話機
　１１、２１、３１　　制御部
　１２　　携帯電話無線部
　１３、２３、３３　　記憶部
　１４、２２、３２　　近距離用無線部
　１５、２４　　充電部
　２０　　携帯電話充電器
　３０　　家電レコーダー

【図１】 【図２】
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